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私は以下の規約に賛同し、拉致監禁をなくす会に入会いたします。
・第1条（会の名称）

会の名称を｢拉致監禁をなくす会｣とする。

・第2条（会の目的）

会の目的は宗教団体に属する信者の脱会方法として行われている強制説得（保護説得）、すなわち信者

を拉致し監禁下での説得をなくすことを目的とする。

・第3条（会の組織）

会は会員の承認を受けた役員で運営する。役員は役員の中から代表役員を選出する。会が関東地区以

外にも発展した場合、各地に役員に準ずる代表世話人を置く。

・第4条（会員）

本会の入会には、1名以上の会員の推薦と役員会の承認を必要とする。会員はいつでも退会できる。

・第5条（会費）

会費は半年で一口3000円を支払う。

・第6条（会の運営）

役員は年に一回の総会を開き､活動報告ならびに予算･決算の報告を行い、承認を得なければならない｡

総会は重大な問題が発生したり、あるいは会の総意として承認を必要とするような課題が生じた場合、適

宜開くことにする。

・第7条（会の活動）

会は目的を実現するために次の活動を行う。

①インターネット､ビラ､小冊子などを制作し啓蒙活動を行う。

②強制説得を行っている脱会説得者への抗議活動を行う。

③拉致監禁を体験した会員や家族の交流を通じ、心のケアや親子の関係修復につとめる。

④その他

・第8条（役員の分担）

役員は分担して､代表、副代表、会計担当などを置く。役員会は最低でも月1回は開き、役員会で討議さ

れたことや決定したことは全役員に伝える。

・第9条(運営にあたっての留意点）

会の性格上、特定の教団教派の教義や利害を持ち込むことを禁止する｡また、会員が会の目的に反する

活動を行った場合、退会を命ずることもありうる。

ホームページ：http://rachi.info/ 連絡先：rachiinfo@gmail.com 紹介者連絡先：

※会費・支援金振込先 みずほ銀行 赤羽支店 （普） ２０４１０９７ 拉致監禁をなくす会
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